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逗子市まちづくり条例施行規則(平成14年逗子市規則第34号)新旧対照表 （抜粋） 

現行 改正後（案） 備考 

(開発事業の基準) (開発事業の基準)  

第39条 条例第36条第１項各号に規定する基準は、次のとおりと

する。 

第39条 条例第36条第１項各号に規定する基準は、次のとおりと

する。 

 

（1） １区画の面積 （1） （略）  

開発行為のうち、建築物に係る１区画当たりの敷地面積は、

別表第３のとおりとする。 

  

（2） 専有床面積 （2） 専有床面積  

建築行為のうち、共同住宅等又は併用住宅を目的とするも

のに係る居住部分の専有床面積は、１戸当たり30平方メート

ル以上とする。 

建築行為のうち、共同住宅等又は併用住宅を目的とするも

のに係る居住部分の専有床面積は、１戸当たり40平方メート

ル以上とする。 

 

（3） 建築行為の計画戸数 （3） 建築行為の計画戸数  

ア 建築行為において計画された共同住宅等又は併用住宅の

居住部分の戸数(以下「計画戸数」という。)は、別表第４の

区分に応じた最大戸数を超えてはならない。この場合にお

いて、山林原野等の土地(現況宅地以外のものをいう。)にお

ける建築行為にあっては、同表に掲げる区分に応じた最大

戸数の２分の１以下とする。 

ア 建築行為において計画された共同住宅等又は併用住宅の

居住部分の戸数(以下「計画戸数」という。)は、別表第４の

区分に応じた最大戸数を超えてはならない。この場合にお

いて、山林原野等の土地                            に

おける建築行為にあっては、同表に掲げる区分に応じた最

大戸数の２分の１以下とする。 

 

（追加） イ 計画戸数の50パーセント以上を専有床面積が65平方メー

トル以上のものとする。ただし、商業地域及び近隣商業地域

は、計画戸数の25パーセント以上とする。 

 

イ アの計画戸数が８戸未満のものについては、アの規定   

   にかかわらず、これを適用しない。 

ウ アの計画戸数が８戸未満のものについては、ア及びイの

規定にかかわらず、これを適用しない。 

 

（4） 駐車場等の設置 （4） 駐車場等の設置  
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ア 開発事業区域が商業地域及び近隣商業地域を過半以上含

まない場合 

ア 開発事業区域が商業地域及び近隣商業地域を過半以上含

まない場合 

 

（ア） 事業者は、計画戸数の８割以上の駐車場を敷地内に

設置するものとする。ただし、予定建築物が併用住宅又は

事務所、事業所、店舗等である場合は、当該計画戸数に非

居住部分の戸数(１戸の床面積の合計が300平方メートル

以上のものにあっては、床面積100平方メートル当たり１

戸と換算したもの。以下同じ。)を加えた戸数(以下「換算

計画戸数」という。)以上の駐車場を敷地内(非居住部分の

戸数に係る駐車場について、敷地外に設置することの必

要性及び妥当性があると市長が認めるときは、敷地外)に

設置するものとする。 

（ア） 事業者は、計画戸数の８割以上の駐車場を敷地内に

設置するものとする。ただし、予定建築物が併用住宅又は

事務所、事業所、店舗等である場合は、当該計画戸数に非

居住部分の戸数(１戸の床面積の合計が300平方メートル

以上のものにあっては、床面積100平方メートル当たり１

戸と換算したもの。以下同じ。)を加えた戸数(以下「換算

計画戸数」という。)以上の駐車場を敷地内(非居住部分の

戸数に係る駐車場について、敷地外に設置することの必

要性及び妥当性があると市長が認めるときは、敷地外)に

設置するものとする。 

 

（イ） 水平距離が、鉄道駅から500メートル以内又は路線

バスの停留所から200メートル以内の場合は、５割とする

ことができる。 

（イ） 水平距離が、鉄道駅から500メートル以内又は路線

バスの停留所から200メートル以内の場合は、５割とする

ことができる。 

 

イ 開発事業区域が商業地域及び近隣商業地域を過半以上含

む場合 

イ 開発事業区域が商業地域及び近隣商業地域を過半以上含

む場合 

 

（ア） 事業者は、計画戸数又は換算計画戸数の５割以上の

駐車場を敷地内に設置するものとする。ただし、次条第３

号カ(ア)に規定する面積を超える公園、緑地、広場又は歩

行の用に供する空地(以下「オープンスペース」という。)

を６平方メートル設置するごとに、駐車場１台分を敷地

外に設置することができる。 

（ア） 事業者は、計画戸数又は換算計画戸数の５割以上の

駐車場を敷地内に設置するものとする。ただし、次条第３

号カ(ア)に規定する面積を超える公園、緑地、広場又は歩

行の用に供する空地(以下「歩行用空地      」という。)

を６平方メートル設置するごとに、駐車場１台分を減じ

る          ことができる。 

 

（イ） 建築物の延べ面積が1,000平方メートル未満の建築

物であって、１階の主たる用途を店舗等にすること等に

よる商業地としての賑
にぎ

わいの連続性の確保、安全かつ快

（イ） 建築物の敷地が500平方メートル未満であって    

          、１階の主たる用途を店舗等にすること等に

よる商業地としての賑
にぎ

わいの連続性の確保、安全かつ快
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適な歩行空間の創出、良好なまちなか景観の形成等に寄

与できるものとして市長が認めるときは、審議会の意見

を聴いた上で、(ア)で規定する駐車場設置基準の適用を

除外することができる。 

適な歩行空間の創出、良好なまちなか景観の形成等に寄

与できるものとして市長が認めるときは、審議会の意見

を聴いた上で、(ア)で規定する駐車場設置基準の適用を

除外することができる。 

（ウ） 開発事業の目的が駐車場用途等の面積を除いた床

面積が1,000平方メートル以上の建築物のときは、事業者

は、運送、荷さばきその他サービス用駐車場及び車いす等

対応駐車場を敷地内にそれぞれ１台以上整備しなければ

ならない。 

（ウ） 開発事業の目的が駐車場用途等の面積を除いた床

面積が1,000平方メートル以上の建築物のときは、事業者

は、運送、荷さばきその他サービス用駐車場及び車いす等

対応駐車場を敷地内にそれぞれ１台以上整備しなければ

ならない。 

 

ウ ア及びイの規定にかかわらず、居住用は、カーシェア導入

１台(電気自動車に限る。)につき４台分の駐車場を減じる

ことができる。 

ウ ア及びイの規定にかかわらず、居住用は、カーシェア導入

１台(電気自動車に限る。)につき４台分の駐車場を減じる

ことができる。 

 

エ 事業者は、駐車場を敷地外に設置するときは、開発事業区

域の隣地境界からおおむね200メートル以内に設置しなけ

ればならない。 

エ 事業者は、駐車場を敷地外に設置するときは、開発事業区

域の隣地境界からおおむね200メートル以内に設置しなけ

ればならない。 

 

オ 乗用車の駐車場の規模は幅2.3メートル以上、奥行５メー

トル以上を、運送、荷さばきその他サービス用駐車場の規模

は幅３メートル以上、奥行7.7メートル以上を、車いす等対

応駐車場の規模は幅3.5メートル以上、奥行６メートル以上

を基準とする。 

オ 乗用車の駐車場の規模は幅2.3メートル以上、奥行５メー

トル以上を、運送、荷さばきその他サービス用駐車場の規模

は幅３メートル以上、奥行7.7メートル以上を、車いす等対

応駐車場の規模は幅3.5メートル以上、奥行６メートル以上

を基準とする。 

 

カ 事業者は、建築行為を実施するに当たっては、当該建築物

に係る利用率を想定した駐輪場を設置するものとする。 

カ 事業者は、建築行為を実施するに当たっては、当該建築物

に係る利用率を想定した駐輪場を設置するものとする。 

 

キ 開発事業区域が商業地域及び近隣商業地域を過半以上含

む場合の建築行為は、計画戸数又は換算計画戸数ごとに１

台以上の駐輪場を敷地内に設置するものとする。ただし、店

舗の場合においては、当該用途に供する部分の床面積35平

キ 開発事業区域が商業地域及び近隣商業地域を過半以上含

む場合の建築行為は、計画戸数又は換算計画戸数ごとに１

台以上の駐輪場を敷地内に設置するものとする。ただし、店

舗の場合においては、当該用途に供する部分の床面積35平
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方メートルごとに１台以上とする。 方メートルごとに１台以上とする。 

（5） 建築物の高さ （5） 建築物の高さ  

事業者は、建築行為を実施するに当たっては、別表第５に定

める高さ制限を遵守するものとする。ただし、自然環境保全、

良好な都市環境形成等の見地から市長が特に必要があると認

めたときは、審議会の意見を聴いた上で、２割以内の範囲で高

さ制限を緩和することができる。 

事業者は、建築行為を実施するに当たっては、別表第５に定

める高さ制限を遵守するものとする。ただし、次に掲げる事項

は、この限りでない。                                  

                                                      

                                  

 

（追加） ア 自然環境保全、良好な都市環境形成等の見地から市長が

特に必要があると認めたときは、審議会の意見を聴いた上

で、２割以内の範囲で高さ制限を緩和することができる。 

イ 次の事項のいずれにも該当する場合であって、ウォーカ

ブルなまちづくりに寄与すると認められる場合は、審議会

の意見を聴いた上で、近隣商業地域においては18メートル、

商業地域においては26メートルを高さの限度とすることが

できる。 

（ア） 建築物の敷地面積が300平方メートル以上であるこ

と。 

（イ） 逗子市景観計画の逗子駅周辺地区及び東逗子駅前

地区で、接道長が６メートル以上であること。 

（ウ） １階の主たる用途を店舗とすること。 

（エ） 延べ面積の50パーセント以上を共同住宅とするこ

と。 

（オ） 道路に接する部分(敷地が２以上の道路に接すると

きは、主要な道路を対象とする。)は、敷地内に幅３メー

トル以上の歩行用空地を整備すること。ただし、当該道路

に既に歩道又は路側帯が存する場合において、敷地内の

歩行用空地と段差を設けず一体として整備するときは、
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当該歩道又は路側帯の幅に相当する分を、敷地内におけ

る後退幅から減じることができる。 

（カ） 建築物の敷地面積の３パーセント以上の緑化を沿

道側に配置すること。 

（キ） 住居系地域の境界線を基準とし、緩和を受ける高さ

から傾斜勾配を1.25以下とすること。 

ウ イの規定を満たし、建築物の敷地面積が500平方メートル

以上であって、敷地面積の10パーセント以上を人が集い滞

留することができる空地(以下「滞留空地」という。)として

設置した場合は、近隣商業地域においては21メートル、商業

地域においては29メートルを高さの限度とすることができ

る。 

エ マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法

律第78号)第163条の56に規定する要除却認定を受けたマン

ションが、建て替えにより同法第163条の59に規定する容積

率制限の緩和を受けるときは、別表第５に規定する高さの

1.2倍を限度とすることができる。 

（6） 斜面地建築物の形態 （6）～（8） （略）  

ア 条例第36条第１項第６号に規定する建築物(以下「斜面地

建築物」という。)の建築については、当該建築物が地面と

接する最下位からの階数は別表第６に定める階層を遵守す

るものとする。 

  

イ 事業者は、斜面地建築物の建築を行う場合において、その

斜面地建築物の延べ面積を増加させることとなる盛土を行

ってはならない。ただし、斜面地建築物の敷地が道路に接す

る部分から当該斜面地建築物までの通路を確保する目的で

行う盛土又は災害防止の目的で行う盛土で、市長がやむを
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得ないと認めるものについては、この限りでない。 

ウ 事業者は、斜面地建築物が条例第18条第１項第１号又は

同項第２号に該当する場合は、その敷地の道路(当該建築物

より低い位置に存する道路に限る。)に接する部分に当該敷

地の境界線から３メートル以上の空地を設けて、当該空地

(通行の必要等のためやむを得ないと市長が認める部分を

除く。)において緑化又は既存樹木の保存を行うものとす

る。 

  

（7） 条例第18条第１項第６号に規定する開発事業   

ア 斜面地において一定の緑地を保全するための、区域内に

おける既存樹木の保全面積は、敷地面積の20パーセント以

上とする。ただし、これにより難い場合は、敷地面積の24パ

ーセント以上の緑化を行うものとする。この場合において、

樹木の配置については、市街地からの視認性を高める配置

となるよう努めるものとする。 

  

イ 敷地内における緑地保全の目的を達成するため、建築物

の外壁及びこれに代わる柱の面(接する道路より高い位置

に存する部分に限る。)は、道路側から1.5メートル以上かつ

隣地側境界から１メートル以上後退しなければならない。 

  

（8） 条例第18条第１項第７号及び第８号に規定する開発事業   

事業者は、敷地面積の10パーセント以上の緑化を行うもの

とする。この場合において、樹木の配置については、近隣から

の樹木の視認性を高める配置となるよう努めるものとする。 

  

(公共公益施設の整備) (公共公益施設の整備)  

第40条 条例第37条各号に規定する公共公益施設の整備の基準

は、次のとおりとする。 

第40条 条例第37条各号に規定する公共公益施設の整備の基準

は、次のとおりとする。 
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（1） 道路 （1）・（2） （略）  

ア 事業者は、開発事業の区域内に都市計画として定められ

た道路があるときは、その計画に適合するように実施する

とともに、開発事業の区域外であっても市長が必要がある

と認めるときは、既存道路に接続する道路を設置しなけれ

ばならない。 

  

イ 開発事業の区域内の道路の幅員は、別表第７のとおりと

する。 

  

ウ 事業者は、生活環境の保全及び交通の安全を図るため、開

発事業の区域内に緑道及び歩行者専用道路を設置するよう

努めなければならない。 

  

エ 開発事業により設置する道路の構造は、道路構造令(昭和

45年政令第320号)及び公益社団法人日本道路協会(昭和22

年９月２日に公益社団法人日本道路協会という名称で設立

された法人をいう。)が定めたアスファルト及びセメントコ

ンクリート舗装要綱に準拠するとともに、市長が別に定め

る基準によらなければならない。 

  

オ 事業者は、道路の占用物件の取扱いについては、市長の指

示に従うものとし、市が管理することとなる道路の占用に

ついては、逗子市道路占用規則(昭和51年逗子市規則第13

号)によらなければならない。 

  

（2） 交通安全施設   

事業者は、開発事業の区域内の道路について関係機関と協

議の上、交通の安全を図るための交通安全施設を設置しなけ

ればならない。 

  

（3） 公園、緑地又は広場及びその他空地 （3） 公園、緑地又は広場及びその他空地  
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ア 開発事業が開発行為を伴う場合 ア 開発事業が開発行為を伴う場合  

（ア） 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為に

あっては、面積が１箇所300平方メートル以上であり、か

つ、当該開発区域の面積の３パーセント以上の公園(予定

建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑

地又は広場及びその他空地(以下「公園等」という。))を

設置するものとする。 

（ア） 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為に

あっては、面積が１箇所300平方メートル以上であり、か

つ、当該開発区域の面積の３パーセント以上の公園(予定

建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑

地又は広場及びその他空地(以下「公園等」という。))を

設置するものとする。 

 

（イ） 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上５ヘクタール

未満の開発行為にあっては、当該開発区域の面積の３パ

ーセント以上の公園等を設置するものとする。 

（イ） 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上５ヘクタール

未満の開発行為にあっては、当該開発区域の面積の３パ

ーセント以上の公園等を設置するものとする。 

 

（ウ） 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクター

ル未満の開発行為にあっては、当該開発区域の面積の３

パーセント以上の公園等を設置するものとする。この場

合において、市長は、事業者から公園等の設置に代え、別

に定める１平方メートル当たりの価格に、当該開発区域

の面積の３パーセント相当の面積を乗じて得た額の金銭

負担の申出(以下「金銭負担の申出」という。)があったと

きは、これを認めるものとする。 

（ウ） 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクター

ル未満の開発行為にあっては、当該開発区域の面積の３

パーセント以上の公園等を設置するものとする。この場

合において、市長は、事業者から公園等の設置に代え、別

に定める１平方メートル当たりの価格に、当該開発区域

の面積の３パーセント相当の面積を乗じて得た額の金銭

負担の申出(以下「金銭負担の申出」という。)があったと

きは、これを認めるものとする。 

 

イ 開発事業が開発行為を伴わない場合 イ 開発事業が開発行為を伴わない場合  

建築物の敷地面積が0.1ヘクタール以上の建築行為にあ

っては、建築物の敷地面積の３パーセント以上の公園等を

設置するものとする。この場合において、市長は、事業者か

ら公園等の設置に代え、金銭負担の申出があったときは、こ

れを認めるものとする。 

建築物の敷地面積が0.1ヘクタール以上の建築行為にあ

っては、建築物の敷地面積の３パーセント以上の公園等を

設置するものとする。この場合において、市長は、事業者か

ら公園等の設置に代え、金銭負担の申出があったときは、こ

れを認めるものとする。 

 

ウ ア(イ)及び(ウ)並びにイに該当する場合は、周辺に相当

規模の公園等が存する場合等開発区域の周辺の状況並びに

ウ ア(イ)及び(ウ)並びにイに該当する場合は、周辺に相当

規模の公園等が存する場合等開発区域の周辺の状況並びに
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予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して市長が特に

認める場合は、公園等を設置しないことができる。 

予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して市長が特に

認める場合は、公園等を設置しないことができる。 

エ 事業者から金銭負担の申出があった場合は、条例第47条

の協力費として扱うものとする。 

エ 事業者から金銭負担の申出があった場合は、条例第47条

の協力費として扱うものとする。 

 

オ 事業者は、公園等を設置するときは、災害時の避難活動等

にも配慮し、その利用目的が確保されるようにしなければ

ならない。 

オ 事業者は、公園等を設置するときは、災害時の避難活動等

にも配慮し、その利用目的が確保されるようにしなければ

ならない。 

 

カ 開発事業の区域が商業地域及び近隣商業地域を過半以上

含む場合 

カ 開発事業の区域が商業地域及び近隣商業地域を過半以上

含む場合 

 

（ア） 開発事業に接する道路(敷地が２以上の道路に接す

るときは、主要な道路を対象とする。)の距離に0.5メート

ルを乗じた面積のオープンスペースを設置するものとす

る。ただし、開発事業の目的が専用戸建住宅であるとき

は、この限りでない。 

（ア） 開発事業に接する道路(敷地が２以上の道路に接す

るときは、主要な道路を対象とする。)の距離に0.5メート

ルを乗じた面積の歩行用空地      を設置するものとす

る。ただし、開発事業の目的が専用戸建住宅であるとき

は、この限りでない。 

 

（イ） (ア)で規定する面積のオープンスペースについて

は、接する道路において存する歩道の幅員を含めて２メ

ートルの幅を有する区域が、歩行の用に供する空地とな

るように接する道路に沿って整備すること。ただし、現に

２メートル以上の幅員を有する歩道に接するときは    

          、(ア)で規定する面積(整備した空地の面積が

(ア)で規定する面積に満たないときは、その差の面積)の

オープンスペースを整備すること。 

（イ） (ア)で規定する面積の歩行用空地      について

は、幅２メートル以上となるように                  

                                                  

      接する道路に沿って整備すること。ただし、接

する道路において幅２メートル以上の歩道又は路側帯が

既に存する場合は、(ア)で規定する面積(整備した空地の

面積が(ア)に満たないときは、その不足する面積      

    )の滞留空地        を整備すること。 

 

（ウ） 建築物の敷地面積が0.1ヘクタール以上の建築行為

にあっては、(ア)に加え３パーセント以上のオープンス

ペースの設置及び４パーセント以上の緑化を行うものと

する。ただし、ウォーカブルなまちづくりに寄与すると認

（ウ） 建築物の敷地面積が0.1ヘクタール以上の建築行為

にあっては、(ア)に加え３パーセント以上の滞留空地   

     の設置及び４パーセント以上の緑化を行うものと

する。ただし、ウォーカブルなまちづくりに寄与すると認
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められる場合は、緑化をオープンスペースに変更できる

ものとする。 

められる場合は、緑化をオープンスペースに変更できる

ものとする。 

キ オープンスペース      は、次に掲げる要件を満たすも

のでなければならない。 

キ 歩行用空地及び滞留空地は、次に掲げる要件を満たすも

のでなければならない。 

 

（ア） 終日、一般公衆が自由に通行し、又は利用すること

ができること。 

（ア） 終日、一般公衆が自由に通行し、又は利用すること

ができること。 

 

（イ） 一般公衆の自由な通行に著しい支障を及ぼす塀、

垣、柵、段差等                      を設けないこ

と。 

（イ） 隣接する敷地と連続した歩行空間となるよう一般

公衆の自由な通行に著しい支障を及ぼす塀、垣、柵及び室

外機やごみ置場等の障害物を設けないこと。 

 

（追加） （ウ） 段差が生じないように整備すること。  

（ウ） 維持管理を適切に行うこと(建築物等の譲渡、貸与

等を行うときを含む。)。 

（エ） 維持管理を適切に行うこと(建築物等の譲渡、貸与

等を行うときを含む。)。 

 

（4） 排水施設等 （4）～（9） （略）  

ア 事業者は、市の公共下水道計画及び河川計画に定める基

準に従い、開発事業の区域に係る下水の排水施設を設置し

なければならない。 

  

イ 下水を排除する方式は、分流式とする。   

ウ 事業者は、汚水の排水施設を公共下水道に接続するとき

は、別途市長と協議しなければならない。 

  

エ 公共下水道への放流水の水質基準は、関係法令の基準に

適合するものでなければならない。 

  

オ 事業者は、雨水の排水施設を設置するときは、開発事業の

区域内のみでなく、当該開発事業の区域に係る集水地域の

流出量との関連を十分に考慮した規模のものとし、これに

より難いときは、一時雨水を貯留する遊水池等の設置につ

いて、市長と別途協議しなければならない。 
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（5） 消防施設等   

ア 事業者は、消防長と協議の上、開発事業の区域内に別に定

める消防施設等設置基準に適合する消防施設等を設置しな

ければならない。 

  

イ 事業者は、消防長と協議の上、開発事業の区域内に街路灯

を設置するものとする。 

  

（6） 防災行政無線   

事業者は、市長が特に必要があると認めるときは、開発事業

の区域内に防災行政無線の施設を設置しなければならない。 

  

（7） 教育施設等   

事業者は、教育施設の整備充実に協力するために、計画戸数

が1,000戸以上のときは、次の事項について市長と協議しなけ

ればならない。 

  

ア 開発事業の区域内に小学校１校分に相当する用地の確保

に関すること。 

  

イ アのほか、市長が特に必要があると認めたときは、開発事

業の区域内に次の用地の確保に関すること。 

  

（ア） 中学校１校分に相当する用地   

（イ） 保育所又は幼稚園を設置するための用地   

（8） ごみ集積所   

事業者は、開発事業の区域内に開発行為の区画数のおおむ

ね10区画当たり又は計画戸数若しくは換算計画戸数のおおむ

ね10戸当たり面積３平方メートルの割合で、ごみ収集作業に

適した箇所にごみ集積所を設置しなければならない。 

  

（9） 集会所   
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ア 事業者は、開発事業の区域内の計画戸数が50戸以上のと

きは、集会所を設置し、地域住民の利便に供さなければなら

ない。 

  

イ 設置する集会所は、独立棟を原則とし、別表第８(1)に定

める設置基準により設置するものとする。ただし、主たる予

定建築物が共同住宅等又は併用住宅であり、かつ、計画戸数

が200戸以下であって、市長がその開発事業の規模等により

やむを得ないと判断した場合は、同表(2)に定める計画戸数

の区分に従い、それぞれ定められた床面積のある集会室を

当該共同住宅等又は併用住宅の内に設置することをもっ

て、これに代えることができる。 

(工事施工時の安全確保)  

３ 条例第18条第１項第４号又は同項第６号に該当する開発

事業で、その事業の区域内で区画を分割しない場合に限り、

敷地面積基準は適用しない。 

  

別表第４(第39条関係) 別表第４(第39条関係)  

用途地域別最大戸数 用途地域別最大戸数  

用途地域 

開発事業の

規模 

第一種低層

住居専用地

域 

第一種中高

層住居専用

地域 

第二種中高

層住居専用

地域 

第一種住居

地域 

第二種住居

地域 

近隣商業地

域 

商業地域 用途地域 

開発事業の

規模 

第一種低層

住居専用地

域 

第一種中高

層住居専用

地域 

第二種中高

層住居専用

地域 

第一種住居

地域 

第二種住居

地域 

近隣商業地

域 

商業地域  
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準工業地域 

戸／ha 戸／ha 戸／ha 戸／ha 

0.1ha以下 150 225 

(200) 

280 430 

0.1haを超

え0.3ha以

下 

135 190 

(167) 

240 390 

0.3haを超

えるもの 

100 150 

(134) 

200 350 

 

準工業地域 

戸／ha 戸／ha 戸／ha 戸／ha 

0.1ha当た

り 

150 300 

      

350 680 

 

備考 第一種住居地域のうち、新宿１丁目、新宿２丁目、新宿３

丁目の一部、新宿５丁目の一部及び逗子６丁目の一部で別に

定めるところについては、( )内を最大戸数とする。 

  

別表第５(第39条関係) 別表第５ （略）  

用途地域別高さ制限   

用途地域 高さ 

第一種低層住居専用地域 10m 

第一種中高層住居専用地域 12m 

第二種中高層住居専用地域 12m 

第一種住居地域 12m(10m) 

第二種住居地域 20m 

近隣商業地域 15m 

商業地域 20m 

準工業地域 15m 
 

 ※別表第５自体に改正

はありませんが、第39

条第５号の改正に関係

するため、抜粋してい

ます。 

備考 第一種住居地域のうち、新宿１丁目、新宿２丁目、新宿３

丁目の一部、新宿５丁目の一部及び逗子６丁目の一部で別に

定めるところについては、( )内を高さ制限とする。 
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別表第６(第39条関係) 別表第６(第39条関係)  

斜面地建築物の階数制限 斜面地建築物の階数制限  

用途地域 階数 第39条第1項第5号た

だし書の認定を受け

た建築物 

第一種低層住居専用

地域 

4 5 

第一種住居地域 

第一種中高層住居専

用地域 

第二種中高層住居専

用地域 

5(4) 6(5) 

第二種住居地域 7 8 
 

用途地域 階数 第39条第5号アの規定

による 認定を受けた

建築物 

第一種低層住居専用

地域 

4 5 

第一種住居地域 

第一種中高層住居専

用地域 

第二種中高層住居専

用地域 

5(4) 6(5) 

第二種住居地域 7 8 
 

 

備考 第一種住居地域のうち、新宿１丁目、新宿２丁目、新宿３

丁目の一部、新宿５丁目の一部及び逗子６丁目の一部で別に

定めるところについては、( )内の階数とする。 

備考 第一種住居地域のうち、新宿１丁目、新宿２丁目、新宿３

丁目の一部、新宿５丁目の一部及び逗子６丁目の一部で別に

定めるところについては、( )内の階数とする。 

 

 


